
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

株式会社 昭立造園 

日慶エンジニアリング 株式会社 

安全管理委員会 

 



 

 

 

  



 

 

 

 

２０２０年度 安全衛生推進大会 ご挨拶 

 

紅葉の候、貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のお引き立て、

ならびに安全作業にご協力をいただき、厚く御礼申し上げます。 

 

さて、㈱昭立造園および日慶エンジニアリング㈱は お知らせのとおり「2020年度 安全衛

生推進大会」を新型コロナウイルス（COVID-19）の感染拡大防止や社会情勢を鑑み、また、

何よりすべての参加者さまの健康・安全を考慮し『 中止 』 することといたしました。 

安全大会の開催はできませんでしたが、皆さまへ情報共有を図るべく、2020 年度 安全

大会資料を送付させていただきます。是非職員さまにもご一読いただければ幸いです。 

 

この夏も、例年の「熱中症」対応とともに、急務でコロナ対応を実施されたかと存じます。

これから来る季節も同様に、今まで以上にコロナウイルスへの対応を実施していかなくては

なりません。現在、当社では毎日の検温、手洗い・うがいを徹底し、会社内およびトラック

など乗車時のマスク着用を義務付けています。また、コミュニケーションが取りづらい希薄

になりがちな状況下において、安全マニュアルにあるとおり『元気よくはっきりと挨拶しよ

う』を心掛けております。当社職員にも至らない点が多々あるとは存じますが、どうか皆さ

まにもご理解とご協力をお願い申し上げます。 

 

業績面では、本年も 7月 31日を以って、第 47期が無事終了いたしました。 

昨年比 売上 109.9％となり、これも一重に皆さまの深いご理解・ご協力の賜物と心よ

り御礼申し上げます。これからも、㈱昭立造園・日慶エンジニアリング㈱は、皆さまととも

に『 時代にあった 』会社づくりを目指してまいります。  

 

結びに、毎年お伝えしております『 職員の健康は、会社の健康 』と同様に、『 皆さまの

健康は当社の健康 』です。 どうか自愛専一にお過ごしください。 

今期も、職員皆さまならびにご家族に事故・怪我がないことを祈念申し上げます。 

 

 

2020年 10月吉日 

株式会社 昭 立 造 園 

代表取締役 阿部晋也 

  



 

 

 

【安全方針】 

株式会社昭立造園  安全委員会 委員長  佐藤伸明 

 

≪安全衛生基本方針≫ 

人命尊重の原点にたち、現場の安全衛生確保は企業存立の要件であり、 

かつ社会的責務である事を認識し、安全で快適な作業環境の実現に努める。 

 

≪重点目標≫ 

凡 事徹 底   
 

 

≪重点実施事項６項目≫ 

１． コロナ対策の実施 

２． 無資格・無免許作業の禁止 

３． 近道行動の排除 

４． 情報を共有し、同じ事故を繰り返さない 

５． 建設機械災害の撲滅 

６． 墜落・転落・転倒災害の撲滅 

 

 

 

 

 



 

 

 

47期 事故報告一覧表 2019年 8月 1日～2020年 7月 31日 

   全 12件（46期：11件、45期：17件） 

  事故発生日 種 類 内  容 

1  
2019年 9月 14日 

切り傷 
型枠作業中、右手で木杭を支えて打ち込もうとしたところ、

誤って右手の親指を叩き、親指の第一末節骨を骨折。 

2  
2019年 12年 13日 

飛散 
刈払機を用いての草刈作業中、石飛びにより隣地の駐車場の

乗用車のリアウィンドウを破損。 

3  
2019年 12年 23日 

落下 
高所作業車で伐採作業中、幹を落とした際、植栽帯の中にあ

るハンドホールの蓋を破損。 

4  
2020年 1月 14日 

交通 
道に入ろうとした際、前方から走行してくる車とアンダーミ

ラーが接触し、相手方の車両の窓を破損。 

5  
2020年 1月 25日 

交通 
パッカー車を発進する際、ハンドルを右に大きく切りすぎ、

後輪差で左後方部をガードレールに接触。 

6  

2020年 2月 10日 

交通 

帰社途中、八高線の人身事故により踏切が長時間開かず、パ

トカーから迂回またはその場待機する様指示を受け、転回し

ようとした際、軽ワゴンの右後方をガードパイプに接触。 

7  

2020年 3月 12日 

破損 

梨畑にて客土 tパックをバックホウ(RX405)で 3tユニック車

へ積み込み作業を行っていた際、バックホウアーム部分に付

けていたシャックルがアーム内のホースに干渉し破損。 

8  
2020年 4月 20日 

破損 
3t ユニックで軽トラの積み荷をクレーンで吊っていた際、

リモコンの操作を誤り、軽トラのフロントガラスを破損。 

9  
2020年 6月 8日 

切断 
刈払機で芝刈作業中、エフレックス管と中の光ケーブルを切

断。 

10  
2020年 6月 6日 

破損 
メーターパネルに立て掛けた携帯が倒れのハンドルとの間

に挟まり、左折時にパネルを破損。 

11  
2020年 6月 15日 

飛散 
カルマで作業中、飛石があり走行車両のフロントガラスを破

損。 

12 
2020年 7月 18日 

切り傷 
除草作業による右上腕骨外側上顆炎 

   物損事故：7件、人身事故：2件、交通事故：3件 

  



 

 

 

年間事故件数 

 

➢ 2019年度（2019年 8月～2020年 7月）は直近 5

年の平均よりも事故件数は減少したが、2018 年

度よりも 1件増という結果。 

➢ 全体的に減少傾向にあるが、協力業者さんによ

る事故は増加している。 

（協力業者事故 2018年度 1件→2019年度 4件） 

➢ 今年度より事故の目標を 15→10件に変更 

 
➢ 例年【交通事故】が問題とされていたが、「未熟

者の単独運転禁止」が効果があり 2019 年度は 3

件減らすことができた。 

（交通事故 2018年度 6件→2019年度 3件） 

➢ 刈払機・バックホウ・移動式クレーン等建設機

械による事故が増加。 

（2018年度 2件→2019年度 4件） 

➢ 基本ルールをよく守り、有資格者による操作の

確認をすること。 

 

➢ 2019 年度は 2018 年度よりも手元の不注意によ

る事故が多い。 

➢ 疲労の蓄積による発症も見受けられる。 

➢ 無理をせず、こまめなストレッチ等で対策を！ 

  



 

 

 

年数別事故分析 

  

➢ 入社年数 5年以下が半数を占めているが、協力業者を含めると熟練者の増加もみられる。 

➢ 無理をさせない、ルールを作る等の効果で若年層の事故が減少傾向にあり、これが全体の減少へつ

ながっている。 

交通事故 

  

➢ 依然 若年者の事故が多いが、減少傾向にはある。その反面、高齢者の事故が増加気味。 

➢ 若年者、高齢者に二分されるのは、全国とほぼ同じ傾向にある。 

➢ 事故発生場所別に確認すると、公道以外での事故が多いが、近年は公道での事故も増えてきている。 

➢ 安全運転に心がけ、基本的な交通ルールを遵守すること。 

 

以上の状況を踏まえ、重点目標および重点実施６項目を設定いたしました。 

今年度は労働災害根絶の達成を目指し安全作業に努めてください。 

  



 

 

 

≪安全施工サイクル≫ 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

  



 

 

 



 

 

 



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

【技術発表】油圧圧砕機による抜根作業 

株式会社昭立造園 緑化事業部 太田  翔 

田原 真琴 

武田 彩花 

 

使用現場：昭島市サクラ植え替え 

施工日：令和 1 年 7 月 16 日－令和 1 年 9 月 28 日 

施工概要：既存サクラの腐食、また根上がりによる舗装・側溝の隆起部分補修のため撤去し、苗を新植。 

水路の擁壁保護のため、水路わきにある既存のサクラを撤去し、苗を新植。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1 施工前(住宅脇 街路樹) 図 2 舗装・縁石の隆起     図 3 施工前(水路)目通り 180 ㎝内外 

芝付き 180 ㎝以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4 植樹桝幅(約 W=60 ㎝) 

          

目的 

・今回の昭島市サクラ植え替え作業は、水路脇のものと道路の街路樹として狭い植栽桝部分に植わっていたも

のを、対象とした。 

植栽桝のブロック撤去及び植栽桝付近のアスファルト舗装の一部撤去の作業も必要であったため、通常の抜根

作業では困難と判断し、上記の作業が同時にできる油圧圧砕機による抜根作業を選択した。 

・施工箇所が狭小部であり水路脇に植わっていたため、根が水路に沿って横に張っていた。そのためバケット

での作業では機体に対して直線上での作業しかできないため、抜根する際に水路擁壁を破損する危険性があっ

た。また、標識、側溝のあった住宅街でも同様の危険性があったため、掘削範囲を狭くする必要があった。こ

れらの理由からも油圧圧砕機を用いた方法が適当だと判断した。 

 

 



 

 

 

使用状況 

 

 

 

 

 

 

 

図 5   撤去状況(住宅脇)     図 6 撤去状況(住宅脇)           図 7 抜根状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 8 抜根状況(水路)                  図 9 抜根状況(仕上げ)(水路) 

使用重機 0.25 ㎥ (+ウエイト付) 

 

バケット使用伐根作業と圧砕機使用抜根作業の相違点 
 バケットによる抜根作業 圧砕機による抜根作業 

方法 掘り取り・根の切り取り 根の圧砕・粉砕 

細部の根の処理 手作業で取る バケットによる掬い取りが必要 

太い切り株、根の処理 困難(広い掘削範囲が必要) 圧砕・粉砕が容易 

舗装部分の抜根 困難(舗装の撤去が別に必要) そのままのアタッチメントで可能 

狭小部の抜根 人力や小型機械で可能 バックホウが入らないと困難 

掘削範囲 根の先端までの直径 街路樹の植栽桝内で作業可能 

稼働方向 前後 上下 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 10  バケットによる抜根作業    図 11 圧砕機による抜根作業 

(参考文献：富沢造園 https://tomizawazouen.com/) 

 

圧砕機使用の抜根の場合、掘削範囲を狭めることができることと、アスファルト舗装及びブロックの撤去も同

時に行うことができるため、アスファルト舗装の撤去範囲を最小限にできる。 

圧砕機は通常、家屋などの解体作業で用いられるバックホウのアタッチメントのため、パワーがあり、太い径

https://tomizawazouen.com/


 

 

 

のものでも砕いて撤去することができる。ただし、バックホウの重量が十分にないと、根をつかんだ際にバッ

クホウが横転する可能性があるため、バックホウの大きさが 0.25 ㎥以上でないと難しい(今回は 0.25 ㎥でウエ

イトがついているバックホウを使用した。） 

 

メリット 

・アタッチメントの可動範囲が広い(刃の角度調整が可能)ため、多様な根っこ、切株の状態に対応が可能。 

・カッターで挟むため、径の大きい切株や根っこの除去がしやすくなる。また、通常解体現場でコンク

リート等を粉砕する際に用いるため、バケットよりパワーがあり多少堅い根っこも圧砕出来る。根を

つかんで抜くので表面の掘削面積が小さくて済む。 

デメリット 

・細部の根っこを処理しきるのは困難なため、仕上げはバケットを用いる必要がある。 

・アタッチメントの可動範囲が広いため、操作に高度な技術を要する。 

・バックホウが侵入できないほどの狭小地だと使用できない。 

・根を引き抜く際にバックホウの重量が十分でないと横転の危険があるため、0.25 ㎥サイズ以上のバッ

クホウが必要。 

 

作業後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 12 施工後(住宅脇)           図 13 施工後(水路) 

 

感想 

油圧圧砕機による作業を見学し、新たな抜根方法を学ぶことができた。重機 0.25 ㎥サイズを当初見た

とき、大きすぎるのではないかと感じた。しかし実際に、水路の擁壁間際の作業や抜根状況を見学した

際、とても繊細な作業をしていると感じた。 

1 日の施工数量(今回の桜 目通り 180 ㎝内外)は 2 本であったが、施工範囲や補修範囲など総合的に見

学させていただき、施工品質が良いと感じた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

株式会社昭立造園 安全マニュアル 

株式会社 昭立造園 

代表取締役 阿部晋也 

安全委員長 佐藤伸明 

 

 

  安 全 注 意 項 目 

1 あいさつは元気よくはっきりと（全員にする） 

2 車両を移動する際は、車両を一周し、安全確認をしてから発進する 

3 安全運転に心がけバックする時は必ず誘導する 

4 ヘルメットはアゴ紐をしめ、適切な服装・保護具で作業する 

5 安全指示事項を守り、より具体的な KY 活動を行う 

6 高所作業時は２丁掛けの墜落制止用器具を必ず使用する(無装着状態をなくす) 

7 機械類の始業点検を行い、未使用時はコンセントを抜く、エンジンを切る 

8 喫煙場所の徹底 (くわえタバコで作業しない) 

9 無資格、無免許で作業をしない 

10 報告・連絡・相談を厳守する 

11 不安全状態でないか常に確認して作業する 

12 第三者に迷惑を掛けないよう心掛ける 

13 毎日作業終了時には使用車両の片付け清掃を行う 

14 不安全行動をしないよう皆で注意し合い、安全マニュアルを守る 

15 整理・整頓・清掃・清潔・躾(５S）の徹底と、決めたことは必ず守ろう 

16 CS 活動の励行  

17 情報を共有し、同じ事故を繰り返さない 

18 （個人の尊厳を損なう）ハラスメント行為の撲滅 

安全マニュアルを守れない者は処罰に課せられます（解雇、発注停止もありえます） 

2020年 4月 1日 

 

 


